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日本に在留する外国人が、引き続き在留を希望する場合には、在留資格の変更や更
新等の許可を入管で受けなければなりません。

在留審査

入国管理局
新潟出張所

TEL.025-275-4735

入国管理局
長野出張所

TEL.026-232-3317

問い合わせ先

～入国管理局で行う在留手続～

長野出張所

JR「長野駅」より
市内循環バスぐるりん号「合同庁舎前」下車

新潟出張所
〒950-0001
新潟県新潟市東区松浜町3710
新潟空港ターミナルビル内
TEL.025-275-4735

JR「新潟駅」よりリムジンバス「新潟空港」
終点下車（所要約30分）
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〒380-0846
長野県長野市旭町1108
長野第一合同庁舎（信越通信局）3階
TEL.026-232-3317
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在留期間の更新
（例）「日本人の妻ですが、もうすぐ在留期限が
来るので延長したいのです」
－在留期間更新の申請をしてください。

再入国許可
（例）「時々母国に帰ることがあるのですが…」
－再入国許可を受けてください。

在留資格の変更
（例）「日本の大学を卒業し、日本人と結婚する
ことになりました」
－在留資格変更の申請をしてください。

在留資格の取得

資格外活動許可

（例）「留学生ですが、アルバイトをしてもいい
ですか？」
－資格外活動許可の申請をしてください。

永住許可
（例）「日本に住んでかなりの年数になりました。
このまま日本人の配偶者や子どもと永住したい
と思います」
－永住許可の申請をしてください。

就労資格証明書
（例）「就職しようとする会社から働いてもよい
という証明書を提出するように言われました」
－就労資格証明書の申請をしてください。

（例）「外国人夫婦の私たちに日本で子どもが生
まれました」
－在留資格取得の申請をしてください。

在留資格認定証明書

（例）「結婚したので、海外から配偶者を呼び寄
せたいのですが…」 
－在留資格認定証明書を交付申請してくだ
さい。


